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１ 【提出理由】

 

当社において、特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に

関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、提出するものであります。

 

 

２ 【報告内容】

 

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①　名称 浙江好侍食品有限公司
（日本語表記：浙江ハウス食品有限会社）

②　住所 中華人民共和国浙江省平湖経済技術開発区平湖大道東側繁栄路北側
（平湖経済開発区資産管理有限公司内３号ビル3072室）

③　代表者の氏名 董事長 久住 喜代晴

④　資本金 2,050万米ドル

⑤　事業の内容 食品及び関連原包材、物品の生産及び販売その他付帯する関連業務
 

 
(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権

に対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数（出資金額）

異動前 850万米ドル

異動後 2,050万米ドル
 

②　総株主等の議決権に対する割合

異動前 100％

異動後 100％
 

(注)「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」は出資額を、「当該特定子会社の総株主等の議決権に対す

る割合」は出資比率を、それぞれ記載しております。

 
(3) 異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

当社は、中国での積極的な業容拡大を見据えた体制を構築し、事業展開を推進してまいりましたが、中国にお

けるカレーの需要拡大を想定した対応のため、新たな生産拠点の設立を目的として、浙江ハウス食品㈲（当社

100％出資子会社であるハウス食品（中国）投資㈲の100％出資子会社（当社孫会社））を浙江省平湖市に平成28

年５月に設立いたしました。平成28年12月19日にハウス食品（中国）投資㈲から同社への増資が実施され、この

増資により同社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当することとなったため、同社は当社の特

定子会社に該当することとなりました。

 

②　異動年月日

設立：平成28年５月24日

増資：平成28年12月19日

 
以上
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